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　175名の政府、立法院、産業など各界からの代表が参加した「台湾経済永続発展会議」（以下は「経続会」

と略）は、一ヶ月間の関連会議の開催後、7月27、28日の二日間の全体フォーラムを経て、円満に終了し

た。これは2001年8月総統府が主催した「経済発展会議」（以下、「経発会」と略）以来、台湾国内最大の財政

経済に関する全国的なフォーラムであり、国内外で注目されていた。

台湾経済永続発展会議

「経続会」の由来

　「経続会」は、今年の 3月 8日に蘇貞昌行政院長

が会議開催を指示し、6月から 7月までに様々な

関連会議が開催された。過去、数多くの全国的な

フォーラム（2002年の「全國社会福利會議（全国社

会福祉会議）」、2005年の「全國能源會議（全国エネ

ルギー会議）」、2006年 4月の「國家永続會議」）が

開催されたが、それぞれのフォーラム間での結論が

異なり、実施面で困難を伴った。それゆえに、今

回は総合的なフォーラムを開き、関連会議での結

論を整合することで、政府側と十分な意見の一致

がみられるものと期待されている。

　2001年 8月に総統府が主催した「経発会」は当時

の緊急な経済課題を解決するため、与野党、社会

各界の合意を求めていた。今回の「経続会」は、総

統府の協力の下で、行政院主催により、将来にお

ける経済発展状況（グローバル化、少子化、石油と

原料の価格の上昇がもたらす長期的なインフレーショ

ン、民主政治体制における経済課題など）に対応

するため、長期的、構造的な経済課題を中心とし

て議論した。

フォーラムにおける結論のポイント
　今回のフォーラムでは、持続的経済発展を軸と

して、五つのテーマに分けて議論した。その五つ

のテーマは福利厚生制度の補完、産業競争力の向上、

財政金融改革、グローバルな投資且つ中国との経

済貿易関係、政府の効率的な執行力、である。以下、

テーマごとに詳細を見ていこう。

　一、福利厚生制度の補完：①高齢化に伴う長期

介護の財務予算に関して安定的なシステムを速や

かに制定する。②少子化については、育児休暇な

ど子供の生育に有利な環境を作る。③国民年金制度

について老後の生活保障のため、2007年の法律制

定を目標とする。④国民保険費用は、政府、雇用者、
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被保険者でそれぞれ合理的に分担する。⑤貧富の格

差縮少については、教育、就職、福利厚生および

税制から着手するべきである。たとえば、地域産

業の育成により雇用機会を創出するなどである。

　ニ、産業競争力の向上：①産業発展の展望につ

いて、農業、製造業、サービス業が経済成長の三

つのエンジンとして、グローバルな資源を整合し、

地元の関連投資を増やし、付加価値の向上を追及

する。また、2015年までに一人当たりのGDPが

3万米ドル、失業率 4％以下を維持することを目標

とする。②労働市場に関して、労働法令の検討、

労働力の質の上昇を目指す。③産業発展の環境に

おいて、水資源の有効的な利用、工業区の改造、

科学研究の経費の有効的な利用。④環境保護、エ

ネルギー関連産業について、外部コストの内部化、

温室ガス排出管理の規制、クリーンな技術の推進、

グリーンエネルギー技術の強化である。

　三、財政金融の改革：①社会インフラと BOT

に関して、「促進民間参與公共建設法」の修正と補

完を通じて、公平、公正な審査の仕組みを強化。

②財政面では、国有地の利用効率化、公有株管理

制度の改革、国営事業民営化の推進などを実行。

③金融については、金融機関統合における公平な

競争環境の形成、有効な管理監督の強化。また、

銀行の倒産に際しての保障制度の確立。④合理的

な課税環境を形成し、金融商品税制の一貫性を確保。

また、中国への金融業の投資について、相互の利

益を前提に中国での現地法人や支店の開設を許可。

　四、グローバルな投資かつ中国との経済貿易：

①「台湾の経済基盤を強化し、グローバルな投資を

拡大すること」を中心としている。産業競争力の向

上にあわせて、外資や海外進出している台湾企業

に台湾への再投資を促す。また、国際的な経済連

携に積極的に参加し、台湾企業を支援し、グロー

バルな投資を推進する。②中国との経済貿易に関

しては、経済貿易に関するリスク管理を強化し、

金融監理制度を確立した後、中国との金融関係を

推進する。また、直航の課題については、詳細な

計画と関連措置を必要とする。

　五、政府の効率的な執行力：①政府の行政効率

を向上させ、中央と地方それぞれの責務を全うする。

②外国人専門家の雇用条件と関連措置を積極的に

検討する。「就業服務法」の関連法律を研究し、外

国人専門家の雇用条件と関連措置を緩和する。③

各県市の財政地位のバランスを取って、地方政府

の税制自治権を向上させ、地方税の収入を増やし、

地方のインフラ支出に対応させる。

結び
　今年の 3月に行政院が「経続会」の開催を公表し

てから、4回の準備会議、1回の予備会議、2回の

シニアコンサルティング会議、44回のテーマ別の

討論会、および 46回のセミナーが行なわれ、最後

に全体フォーラムが開かれた。二日間の全体フォー

ラムの後、516点の共通認識が達成され、非常に

収穫の多いものとなった。蘇行政院長は一ヶ月以

内に各共通点における具体的な措置を確実に実施し、

関連法律の修正や追加を速やかに提出し、立法院（国

会）の次回の会議で審査すると指示した。また、

相違点に関しては、将来政府にとって重要な参考

になると述べた。



　先月号では都市計画関連法規、制定過程及び台北市の発展状況や方向性などに触れた。今回は信義区、
内湖区、南港区及び台北駅周辺などの地区について具体的に現在計画中の開発案件を見てみたい。

台北市都市発展計画（下）
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■ 信義区　
　信義区商圏の開発は既に 10年が過ぎ、現在は商

業施設はほぼ整備され、現在台北市はその開発奨励

の目標を、企業本部設置やホテル誘致においており、

ビジネス･金融センター化をしようとしている。また、

地目変更、或いは地目変更に伴うキャピタルゲイン

などに対して、従来であれば利益還元として一定の

金額を納める事になっていたが、これも免除される

など、区域の開発に積極的になっている。現在の開

発案としては、各種のオフィスビルなどのほかに、

麗緻頂大飯店、統一國際大飯店、新光晶華酒店、柯

旅天閣（The Tango）等のホテルの開発計画がある。

　また、同地区の百貨店などの流通小売業においては、

最近二年の間に新しく増加した大型の百貨店は台北

101、新光三越A9館、新光三越A4館そして、今年

年初に開幕した誠品信義店がある。流通小売業につ

いては、信義計画区での開発計画としてはA13区画

の開発計画が遠東グループ主導で再来年までに、また、

統一グループの台北市政府ターミナル駅開発 BOT

案においてBreeze Centerが百貨店部分の経営権を

確保する可能性があり、これは 2008年までに店舗

完成の予定である。

　この他、艾思博捷運Espoir社が「促進民間参與公

共建設法」に基づき重大公共交通プロジェクトとし

て台北市政府に対して「信義区輕軌捷運系統興建及

営運専案（信義区LRT<Light Rapid Transit>シ

ステム建設及び運営プロジェクト）」を申請している。

この計画は、信義計画区から松山駅までの計 10駅

でMRTの信義線、南港線、松山線及び台湾鉄道を

連絡させるもので、台湾発のリニアモーターカーシ

ステムでもある。同社の技術システム設備の設計企

画には日本の三菱重工も参加しているようである。

■ 内湖区
　MRT南港内湖線のほか、内湖サイエンスパークの

建設も大きな周辺への波及効果をもたらしている。

現在、開発中の「羊稠小段重劃區（羊稠小段再開発地区）」

は、その機能を内湖サイエンスパークのサービスセ

ンターのほかに、物流の統合、貯蔵センター及び住

宅区なども持つ。高速道路の出口にすぐ隣接してい

る事もあり、家具や設計会社などの企業の入居が期

待できる。来年中の完成予定である。

　この他、基隆河の治水工事により湾曲部を直行さ

せた後、その河川岸の土地を再開発地区「大直大彎段」

としている。大直地区も一昨年、美麗華購物中心（ミ

ラマーショッピングセンター）が出現している。大

直地区は隣接する内湖地区との相乗効果により商業、

消費、高級住宅区などで信義開発区に次ぐ新たな発

展を見せるとの期待が寄せられている。この周辺に

は内湖サイエンスパークや多くの企業本部が設置され、

国内外のビジネスパーソンも多く見られる。このため、

ホテル業界も注目しており、既に 6社のホテルが計

画を実行中であり、この他、晶華酒店もこの地区へ

の参入を表明している。

　

■ 南港区
　MRT南港内湖線や南港経貿園区が新たな開発ブー

ムを引き起こしている。南港地区の台湾鉄道軌道地
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信義区LRT
(Light Rapid Transit)
システム路線図

出所：
艾思博捷運Espoir社

下化（松山駅－南港駅）後、そこに生じる細長い土地

を並木道にし、付近の南港タイヤ工場、蓮華小麦粉

工場、公売局の瓶蓋工場などを都市計画の用途変更

を通じて、商業区にする計画がある。計画完成後の

南港駅は台北駅に並ぶものになり、現在、台湾鉄道、

MRT、高速鉄道の共同用地である南港駅特定専用区

は将来的には商業区にし、ホテル、オフィスビルそ

してターミナルステーションのある南港地区の中心

的存在となる予定である。これは台北市全体の発展

に大きな意義がある。

　台北市政府は将来の目標計画を基隆河に沿って南

港ソフトウェアパーク、内湖サイエンスパーク及び

北投士林サイエンスパーク（計画中）を結合し、台北

のハイテクベルトとしたい考えである。

■ 台北駅交九用地開発案
　この地区は台北駅の北側に位置する。台湾ドル

120億元を投資し、台湾鉄道、高速鉄道、MRT、空

港MRT及び長距離バスを集めたターミナルを建設す

る計画で、2008年末には完成の予定である。ここ

にはショッピングセンターや、住宅、オフィス区画

なども計画されている。デベロッパーの日勝科技生

活が手掛ける BOT開発案では、地上権を 50年と

設定されている。新聞報道によると現在、中信飯店

（ホテル）、日本のゲームセンターのトップブランド

SEGA、ワーナービレッジなどを誘致交渉中とのこ

とである。またその他生活用品、書籍、情報通信家

電、スーパー、アパレルなど各社共に入居の意向を

表明している。

■ その他
　その他現在開発中のプロジェクトとしては台北ドー

ム計画案（松山タバコ工場跡地）がある。これはスポー

ツ施設の開発のほか、文教施設、社会福祉施設、小売、

外食や一般ビジネス施設など複合的な施設を目指す。

また、MRT板南線に近いため、利便性の面からも多

様な発展が期待でき、台北市内のスポーツ文化センター

としての役割を果たす事が期待できる。

　この他、大安区ではMRT忠孝復興駅での駅ビル

開発が進んでおり、SOGO復興店が今年の年末に開

幕する予定である。特筆すべき事はこれまで台湾の

百貨店はMRTや台湾鉄道の駅に隣接はしていても、

直結或いは一体化したものはない。この意味で

MRT板南線と木柵線のジャンクションでもある同

駅の新たな発展に期待が寄せられる。
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　2.　知的財産権に関連する条項

　職務発明または職務著作について、それぞれは台湾専利法（特許法）と著作権法において規定されている。

まず、職務発明とは、雇用関係の中で仕事によって完成された発明、実用新案、意匠を言う（専利法7条2項）。

その職務発明に関する特許を出願する権利、または特許権については、使用者に属するが、契約があれば契

約に従うこととする。但し、使用者は対価支払義務がある（専利法 7条 1項）。

　一方、職務著作の場合に、その著作者は労働者である（著作権法 11条 1項）が、契約によって使用者が著

作者と約束する場合には、その契約に従うものとする。著作者は労働者である場合に、その著作財産権は使

用者に属する（著作権法 11条 2項）、という特別な規定がある。

　3.　競業禁止条項

　労働者は、労働契約の存続中は、誠実・忠誠義務を配慮した上で使用者の利益に著しく反する競業行為を

差し控える義務がある。したがって、就業規則または労働契約において競業禁止条項が設けられるのは珍し

くないと言える。

　競業禁止条項の有効性については、必ずしも有効ではないが、台湾行政院労工委員会 89年 8月 21日台

(89)労資二字第 0036255号書簡、台湾高裁 86年度労上字 39号判決などに基づいて、五つの考量要素を纏め

ている。即ち、①企業或いは使用者は、競業禁止特約による保護利益の存在を有するべきである。②労働者

は元使用者の事業において一定な職務或いは地位を有するべきである。③労働者の就業の対象、期間、区域

あるいは職業活動範囲に対して、合理的な範疇を有するべきである。④労働者が競業禁止による生じた損失

を補償すべきである。⑤退職後の労働者の競業行為は、背信或いは信義則に違反する事実の有無。

原稿提供：建業法律事務所　弁護士　劉錦樹、弁護士　陳嘉龍

                 TEL：02-2545-1971



　則和企業管理顧問の畠中董事長は松下電器において、20年間

中華圏のビジネスに携わってきた。その内、13年間を台湾で、

3年間を中国広州で過ごし、台湾産業界の底力、経済力の頼もし

さとアキレス腱を知り、同時に大陸中国の強さと怖さを実感し

てきた。この経験と知見を日本企業の中華圏ビジネスに生かす

ために独立し、則和企業管理顧問を設立している。

　今回は則和企業管理顧問有限公司の畠中則和董事長にお話を

伺った。

則和企業管理顧問有限公司
董事長　畠中則和氏　

中華圏における20年の豊富な事業経験をもとに
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―貴社の概要を教えてください。

　弊社は日本・台湾の企業間の事業交流を促進する

ことを目的に設立した事業コンサルティング会社で

す。2004年 10月に設立しました。

　活動内容としては顧問事業、語学研修人材派遣

事業、通訳・翻訳事業、市場調査受託事業を行っ

ています。

　現在は台湾で 3名体制で実質的な活動を行ってお

り、日本には事業コンサルタント事務所「SOKUWA」

を開設し、主に連絡窓口機能を持たせています。現

在は日本交流協会台北事務所の顧問を務める他、台

湾や日本の民間企業、日本の地方自治体などの顧問

やマーケテイング支援を行っています。

―畠中様は2004年に独立されるまでは松下電器

にいらっしゃったと伺っていますが、どのような

思いで、独立起業されたのですか？

　私は 30年の松下電器在籍の生活のうち、およそ

半分の 13年間を台湾松下にて過ごしました。この

間に、台湾産業界の底力、経済力の頼もしさとアキ

レス腱を知り、同時に大陸中国の強さと怖さを知り

ました。それだけに、やみくもに大陸中国「世界の

工場」へ突進する「日本企業の歩みの危うさ」を見逃

したくない衝動に駆られ、早期退職の形で松下電器

を離れ、起業を決意しました。

　私は決して中国大陸の経済力、資源力を貶めたり、

否定するものではありませんが、かと言って巨大

な中国経済エネルギーを盲目的に信じるものでも

ありません。

　強さと危うさを持つ中国経済を正面から見て、日

本企業・台湾企業が協業する形で中国経済力と対す

ることがアジア全体の発展に大きな貢献をなすもの

であると見ています。

　仮に世界経済の潮流において、企業が大陸進出を

避けられないと言う前提に立ったとして、何故日本

企業は台湾企業の強さを活用しないのか？同時に台

湾企業も日本企業をうまく活用できないのか？残念

でなりません。

　日本と台湾は底辺に相通ずる経営指向体系、国際

ビジネスレベル、文化意識を機軸に相互に補完でき


